
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ハンドナットランナー 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、電動機を駆動源とするナット締めを行う工具である。 

 ハンドツールとして、少量生産又は生産設備化しにくい部位のナット締め付けに

使用するもので、コントローラ（重量８～１０ｋｇ）とツールユニットから構成さ

れ、コントローラとツールユニットは、専用ケーブルで接続されている。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ツールユニットは、ストレートタイプ、アングルタイプ及びピストルタイプの３

形態がある。 

 コントローラとツールユニットは専用ケーブルで接続されており、コントローラ

はツールユニットからの信号によりツールユニットへの供給電圧を制御する機能

を有している。 

 定 格：１００Ｖ／２００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１００Ｗ／２００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

自動車製造事業者、自動車部品製造事業者、各種機械器具製造事業者等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気ナットランナー」

として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品（ツールユニット＋コントローラ）は、可搬形の構造のものに該当し、ナ

ットを締め付けるものであることから、「電気ナットランナー」として取り扱うこ

とが妥当と判断する。 

 ただし、事業用電気工作物に接続して使用する専用の場合は、非対象として取り

扱う。 

 


